
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　焼結機のグレート上に床敷き層を形成させ、この上に焼結原料を装

の塊鉱 程を経て得られ 鉱石を、前
記床敷き層として使用することを特徴とする、焼結鉱の製造方法。
【請求項２】
　前記生の塊鉱石に水洗処理を施す工程中又は当該水洗処理工程の前に、当該生の塊鉱石
を分級処理することを特徴とする、請求項１記載の焼結鉱の製造方法。
【請求項３】
　前記生の塊鉱石の分級処理により調製され 塊鉱石は、その粒度を６～
３０ｍｍの範囲内とすることを特徴とする、請求項２記載の焼結鉱の製造方法。
【請求項４】
　前記生の塊鉱石の水洗処理に、回転ドラム型水洗装置を用いることを特徴とする、請求
項１、２又は３記載の焼結鉱の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、高炉装入原料用の焼結鉱を製造する際に、焼結機パレットのグレート上面に
床敷き層として塊鉱石を処理する技術に関するものであり、特に、塊鉱石中の大塊や粉に
よる焼結鉱製造ラインにおける設備トラブル、及び焼結機から発生する粉塵発生量の増加
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入して焼結させる焼
結鉱の製造方法であって、生 石に水洗処理を施す工 た塊

る塊鉱石である小



を抑制する技術に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
高炉原料として使用される焼結鉱を、無端移動グレート式焼結機（ＤＬ式焼結機）で連続
的に製造する場合には、先ず、焼結機のパレット内のグレート上面に厚さ２０～５０ｍｍ
程度の床敷き層を形成させ、その上に擬似粒子状の焼結原料を層状に充填装入する。床敷
き層としては通常、粒度８～１５ｍｍ程度の焼結鉱を使用する。擬似粒子状の焼結原料は
、鉄鉱石、副原料、固体燃料（通常は粉コークスを使用する）及び返鉱等からなる混合物
に水分を添加して所定の粒度に造粒したものであり、原料層厚は５００～７００ｍｍ程度
である。この焼結原料層の上表層部に点火し、パレット上方から下方に向けて雰囲気空気
を吸引することにより、焼結原料中の粉コークスを上層部から下層部に順次燃焼させ、そ
の燃焼排ガスによりパレット内焼結原料の上層から下層までを加熱しつつ、順次、加熱し
、溶融し、そして焼結させて焼結鉱に焼成する。このような焼結原料の焼成工程において
は、焼結原料層を構成する擬似粒子間に良好な通気性を確保し、原料層厚全体にわたり適
切な通気性を確保することが、焼結鉱の生産性及びその成品品質を良好に保持する上で極
めて重要である。
【０００３】
従って、パレット内には上記通気性確保のため、隙間が５ｍｍ前後のグレートが敷設され
ており、この上に焼結原料が装入される。一方、擬似粒子状の焼結原料の粒径は通常３ｍ
ｍ程度以下である。そこで、焼結原料がグレートの隙間を通して落下するのを防止するた
めに、グレートの隙間よりも若干大きな粒径を有する材料をグレートの上面に所定の厚さ
だけ敷き、その上に焼結原料を装入する。このグレート上面に敷く材料、即ち床敷き層は
、焼結原料の落下防止の他、焼結原料の焼成過程において、グレートを高温から保護した
り、焼結鉱がグレートに焼き付いたりするのを防止する役目をする。
【０００４】
このような床敷き層形成の目的と、焼結機から排鉱された焼結鉱の成品選別操作の観点か
ら、その使用材料としては従来一般的に、粒径が例えば８～１５ｍｍ程度の焼結鉱そのも
のが使用されてきた。これは、成品焼結鉱として高炉原料としてそのまま使用できるもの
であるから、コスト的にロスを伴なうものである。
【０００５】
これに対して近年に至り、鉄鉱石供給事情の変化や高炉における生産性向上の要請等が加
わり、塊鉱石を床敷き層材料として使用する技術が提案されている。塊鉱石の床敷き層使
用技術が提案されるに至った背景には、次のような問題点がある。
【０００６】
１．従来、我が国における高炉への装入原料として使用されている塊鉱石の量は、焼結鉱
及びペレット等の塊成鉱が凡そ８０～８５ｍａｓｓ％前後で残りの１５～２０ｍａｓｓ％
程度を占めている。かかる高炉装入用塊鉱石に、熱割れ性の高い鉱石、あるいは高還元崩
壊性鉱石を使用すると、７００℃前後における高炉内での熱割れ、あるいは６００～７０
０℃の還元雰囲気における鉱石粉化に伴ない発生する粉により、高炉内通気性が悪くなり
、高炉操業が不安定となって溶銑の生産性低下や溶銑製造の燃料コスト増加等をもたらす
。
【０００７】
２．高品位鉄鉱石資源が枯渇化の方向にあって、その供給量が減少し、新しい鉱床の開発
が進められており、結晶水含有率の高い所謂高結晶水鉱石を使用しなければならなくなっ
ている。ところが、高結晶水鉱石の焼結操作においては、焼成過程で結晶水が熱分解して
吸熱反応が起こるので、この分だけ焼結温度を低下させる要因となる。そこで、この熱量
を補償するだけの粉コークスを焼結原料中に多く添加する必要がある。更に、結晶水の分
解に伴なって鉱石に多数の亀裂が発生して多孔質化し、局部的に融液との同化反応が過剰
に進行し、未焼部分が発生して焼結鉱の生産性及び歩留低下をもたらす。
【０００８】
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３．溶銑需要量の変動に伴ない、溶銑の増産体制を短期間で又は緊急に要請された場合、
高炉装入原料中の塊鉱石の量を増やすことにより解決する方法がある。このような場合、
溶銑の長期的需要見通しや既存設備能力等に応じて、簡易で低コストの装置を設けること
により対応する。ところが、鉱石はそれぞれ固有の熱割れ性を有するので、高炉に装入さ
れる塊鉱石の量の増加につれてその熱割れで発生する粉により高炉内の通気性が悪くなる
。上記１．項は、高炉装入原料中の塊鉱石量を増加させない場合であるが、本３．項の場
合も１．項と同様、高炉内の通気性悪化により高炉操業が不安定となり、溶銑の生産性低
下や溶銑製造の燃料こすと増加等をもたらす。
【０００９】
上記問題を解決する方法として、前述したように、塊鉱石を焼結鉱製造時の焼結原料の装
入に際し、床敷き層として使用する方法が開示されている。塊鉱石を床敷き層に使用する
方法として、次のいくつかの方法が提案されている。特公昭５９－３４７７４号公報には
、熱割れ性塊鉱石を焼結機で床敷き層として使用し、７００℃以上の高温域で一旦熱割れ
が発生すれば、再度高温雰囲気に曝されても非常に熱割れを起こしにくくなる。従って、
熱割れを起こした鉱石を高炉原料として使用しても、高炉内で熱割れを起こさなくなるこ
とが示されている（以下、「先行技術１」という）。また、特開昭５７－４１３３１号公
報には、高還元崩壊性の塊鉱石を床敷き層として使用すれば、焼結過程において還元雰囲
気中で還元粉化しているので、粉化した部分を篩分け除去した鉱石は、高炉原料として装
入しても、高炉内で還元される際に粉化することはなくなるとしている（以下、「先行技
術２」という）。特公平６－２９４６９号公報には、所定粒径範囲の高結晶水鉱石を焼結
機で床敷き層として使用し、結晶水が分解除去されたいわば熱処理済み床敷き鉱石を、焼
結ケーキと共に排鉱して破砕、冷却し、篩分けして粗粒部分を高炉装入原料とし、細粒部
分は焼成原料ラインへ送り焼結原料とする方法が示されている（以下、「先行技術３」と
いう）。特開平６－１１６６５９号公報には、資源的に豊富な高結晶水鉱石である高ゲー
サイト鉱石の焼結技術の開発と、成品焼結鉱の一部を床敷き層として使用することによる
経済的不利益を解消する方法として、粒径範囲が４～３０ｍｍという粗粒範囲まで含む塊
鉱石に適切量の炭材粉及び適宜含ＣａＯ原料粉を添加したものの層をグレート上面に形成
させ、従来の床敷き層の機能を持たせようとすると共に、焼結機から排鉱された当該床敷
き層の４ｍｍ以上部分を高炉に装入することを考えた方法を提案している（以下、「先行
技術４」という）。特開平２－５０９２１号公報には、焼結鉱の生産性向上を目的として
、床敷き層の下限粒径を従来よりも小さくした２～４ｍｍとし、且つ床敷き層材料として
返鉱又は生の塊鉱石使用する方法が提案されている。当該方法は、既設篩い装置の目開き
を変更するだけという最小限の設備改造により実施でき、グレートから落下する部分の割
合は従来の下限粒径５ｍｍの場合と殆ど変わらず、床敷き層材料に伝達される所謂余剰熱
の利用により細粒部分の返鉱又は生塊鉱石を塊成化することができ、またこの際の焼結原
料層の通気性低下は殆ど無視できるとしている（以下、「先行技術５」という）。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
上記先行技術１～５によれば、焼結鉱の生産性向上や歩留向上、あるいは高炉装入原料中
の塊鉱石の粉化による高炉内通気性悪化の抑制あるいはその改善等に寄与すると思われる
。従って、先行技術１～５の方法を実施した場合には、いずれにおいてもそれぞれが目的
とする効果が発揮されると思われる。
【００１１】
ところが、本発明者等は、上記各先行技術と同様、焼結鉱の製造において生の塊鉱石を焼
結機の床敷き層として使用する試験を実施したところ、下記問題の解決の必要性を認めた
。即ち、生の塊鉱石（以下、単に「塊鉱石」という）を焼結機の床敷き層として使用した
場合、焼結機から排出される排ガス中ダスト濃度が著しく上昇することがわかり、効果的
な対策を実施しない限り、排ガス集塵機から大気へ放出されるガス中ダスト濃度に関して
、環境上問題を生じる恐れのあることがわかった。この点に関連して上記各先行技術をみ
ても、僅かに先行技術４に、当該先行技術の方法による場合には、焼結機排鉱部の粉塵発
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生状況は、焼結鉱を床敷き層として使用した場合と同一であったと記載されているだけで
ある（同公報、明細書の段落００３４）。
【００１２】
そこで、本発明者等は、塊鉱石を床敷き層として使用して、焼結鉱の生産性向上や歩留向
上、あるいは高炉装入原料としての塊鉱石装入量の増加により、溶銑の生産量増加を図る
ために、塊鉱石の床敷き層使用により焼結機排ガスの電気集塵機入側における排ガス中粉
塵濃度が著しく上昇する原因を明らかにし、その上昇を抑制する方法を開発することを、
本願発明の課題とした。
【００１３】
かくして、この発明の目的は、塊鉱石を焼結機の床敷き層として使用し、焼結機から排鉱
された当該塊鉱石を高炉装入原料として用い、従来よりも塊鉱石の高炉装入量を増やすこ
とにより、高炉による溶銑生産量を増加させることにある。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
焼結機の床敷き層として、従来の焼結鉱の替わりに塊鉱石を使用した場合には、焼結機か
ら新たに発生する粉塵として、既に塊鉱石に混入している粉鉱及び塊鉱石の表面に付着し
ている粉鉱、並びに塊鉱石の昇温による熱割れに伴なって当該塊鉱石から発生する粉鉱の
３種が考えられる。
本発明者等は、前述した課題に対して、床敷き層に種々の粒度の塊鉱石を使用した下記試
験により、次の知見を得た。
【００１５】
図１に示すように、製鉄所に入荷した塊鉱石１をサイジングプラント２により破砕し、篩
分けして得られた小塊鉱石３を、床敷きホッパー４に貯留し、焼結機５の床敷き層として
使用した場合（試験１）、及び上記操作フローにより得られた小塊鉱石３を回転ドラム式
水洗装置６に装入し、水洗処理を施して小塊鉱石に付着している付着粉を除去した後に、
床敷きホッパー４に貯留し、焼結機５の床敷き層として使用した場合（試験２）と、塊鉱
石をサイジングプラント２に通さず、篩い８にかけただけで床敷き層として使用した場合
（試験３）、及び塊鉱石をサイジングプラント２に通さず、篩い８にかけた後、回転ドラ
ム式水洗装置６に装入し、水洗処理を施した後に、床敷き層として使用した場合（試験４
）との４通りについて、焼結機排ガスの電気集塵機（ＥＰ）７の入口７ａにおいて排ガス
サンプルを採取し、粉塵濃度を測定すると共に、粉塵の形態観察及び分析をした。試験１
及び２においては、小塊鉱石３の粒度：６～３０ｍｍ、床敷き層厚：３０ｍｍで同じであ
り、試験３及び４においては、小塊鉱石３の粒度：８～４５ｍｍ、床敷き層厚：３０ｍｍ
で同じとした。なお、小塊鉱石の水洗処理条件は、試験２と４とで同じとした。また、焼
結の主な操業条件は標準的な水準であって試験１～４のすべてについて同じにした。
【００１６】
図２に上記試験結果を示す。同図において、ＥＰ７の入口における排ガス中の粉塵濃度（
煤塵濃度）並びに混入粉及び付着粉の濃度はいずれも、試験１におけるときのそれぞれの
濃度を１００として、指数表示とした。この結果によれば、サイジングプラント２に通し
た後、水洗処理を施した試験２においては、水洗処理を施すことなく、サイジングプラン
ト２で破砕・篩分けしただけである試験１に比べて、塊鉱石に混入していた粉鉱（混入粉
）は実質的に０となり、また塊鉱石に付着していた粉鉱（付着粉）も約１／３の量に減少
している。一方、サイジングプラント２に通さずに篩分けをした後、水洗処理を施した試
験４における混合粉及び混入粉の濃度は、試験２とほぼ同じ水準の低い水準にあり、これ
に対してサイジングプラント２に通さずに篩分けをした後、水洗処理を施さなかった試験
３における混合粉及び混入粉の濃度は、試験１とほぼ同じ水準に留まっている。
【００１７】
上記結果から、床敷き層として生の塊鉱石を使用しようとする場合には、先ず、適切な粒
度範囲内の小塊鉱石に篩分け調製して混合粉を除去し、得られた小塊鉱石に適切な水洗処
理を施して付着粉を除去した後、焼結機の床敷き層として使用すれば、塊鉱石をサイジン
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グプラントに通すか否かに拘わらず、焼結機排ガスの電気集塵機入口における粉塵濃度は
、水洗処理を施さない場合に比べて著しく減少することが明らかとなった。更に、このよ
うに塊鉱石を水洗処理したものを床敷き層として使用した場合の電気集塵機出口における
排ガス中粉塵濃度は、環境基準を満たすものであることも明らかとなった。
【００１８】
そこで、本発明者等は、塊鉱石が焼結機において昇温過程における熱割れにより発生する
粉塵の発生現象自身を抑制する手段を講ずることは、今回保留することにして、前述した
課題の解決を目指した。
【００１９】
この発明は、上記知見に基づきなされたものであり、その要旨は次の通りである。即ち、
請求項１に係る焼結鉱の製造方法は、焼結機のグレート上に床敷き層を形成させ、この上
に焼結原料を装 の塊鉱

程を経て得られ 鉱石を、前記床敷き層として使用することに特徴を有するもので
ある。
【００２０】
請求項２に係る焼結鉱の製造方法は、請求項１記載の発明において、上記生の塊鉱石に水
洗処理を施す工程中又は当該水洗処理工程の前に、当該生の塊鉱石を分級処理することに
特徴を有するものである。
【００２１】
請求項３に係る焼結鉱の製造方法は、請求項２記載の発明において、上記生の塊鉱石の分
級処理により調製され 塊鉱石は、その粒度を６～３０ｍｍの範囲内とす
ることに特徴を有するものである。
【００２２】
請求項４に係る焼結鉱の製造方法は、請求項１、２又は３記載の発明において、上記生の
塊鉱石の水洗処理に、回転ドラム型水洗装置を用いることに特徴を有するものである。
【００２３】
【発明の実施の形態】
次に、この発明を、図面を参照しながら説明する。
【００２４】
図３及び図４に、本発明に係る焼結鉱製造時の概略フロー図と実施の形態の一例を示す。
製鉄所に入荷した塊鉱石９の粒度は、鉱山元の処理方法により若干相違するが、所謂整粒
鉱にあっては、ほぼ５０ｍｍ以下である。図５に、入荷塊鉱石の粒度分布の一例を示す。
塊鉱石９の鉱種（Ａ，Ｂ）により若干の差はあるが、粒度６～３０ｍｍの割合が９５％程
度を占めている。塊鉱石９を床敷用配合槽１０に装入し、これより所定量連続的に切出し
つつ、ベルトフィーダー１１により一次篩い１２に装入する。一次篩いの目開きを、例え
ば３０ｍｍにして＋３０ｍｍ部分１３をカットすると共に、篩い下の－３０ｍｍ部分を２
次篩い１４にかける。二次篩い１４では、焼結機グレートの隙間（通常５ｍｍ程度）から
落下しない粒度を確保するために、その目開きを例えば６ｍｍにすればよく、しかも塊鉱
石９の大部分を床敷き層として使用することができ（図５参照）、塊鉱石９を効率よく床
敷き層として使用できる。二次篩い１４では、粒度６～３０ｍｍの小塊鉱石９’の粒子間
に混入している粉鉱（混入粉）を除去し、更に、小塊鉱石粒子表面に付着している粉鉱（
付着粉）を除去するために、篩い操作により混入粉を除去し、その後で当該篩い１４上に
おいて、小塊鉱石９’に対して散水１５等により水洗処理を施す。なお、３２は沈殿池で
あり、篩い１２、１４及び散水１５により除去された粉鉱３３が回収され、次いで焼結原
料用に使われる。
【００２５】
こうして、得られた混入粉及び付着粉のいずれもが除去された清浄な小塊鉱石９”を、ベ
ルトコンベア１６等の搬送手段により焼結機５の床敷ホッパー１７へ装入する。小塊鉱石
９”の使用量把握のために、当該搬送中にその搬送量秤量機として、ベルトコンベア１６
にメリックスケール１９を設ければ便利である。そして、適切な粒度範囲、例えば６～３
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０ｍｍの粒度を有し、且つ混合粉及び付着粉が実際上除去された清浄な小塊鉱石９”を、
図４に示すように、床敷ホッパー１７から焼結機パレット１８内のグレート３４上面に装
入し、床敷き層２０を形成する（図４（ｂ）参照）。次いで、この上に、複数のホッパー
からなる原料配合槽２１から、焼結原料２２を充填装入して、焼結原料層２３を形成させ
る。なお、図４（ｂ）は、図４（ａ）の焼結機５において、焼結原料層２３を形成後のパ
レット１８の進行方向に直角な鉛直断面の部分拡大図である。ここで、グレート３４の隙
間ａは例えば５ｍｍであり、焼結原料層２３を構成する焼結原料２２の平均粒度は、約２
．５ｍｍである。即ち、グレート３４の隙間ａよりも大きな粒度６～３０ｍｍの小塊鉱石
９”からなる床敷き層２０の形成状態を示すものである。
【００２６】
焼結原料は、焼結機５において加熱、溶融反応及び焼結反応を経て焼成され、焼結ケーキ
２４となって焼結機５から排鉱され、クーラー２５で冷却され、先ず、目開き１１０ｍｍ
程度の篩い２６ａで篩われ、篩い上の焼結鉱は破砕機３０で破砕され、破砕されたもの及
び篩い下の－１１０ｍｍのものが次の篩い、例えば目開き４ｍｍの篩い２６ｂで篩われ、
＋４ｍｍ粒度のものは成品焼結鉱２７となり、高炉装入原料として高炉２８へ搬送される
。一方、－４ｍｍ粒度の焼結鉱は、返鉱２９として焼結原料槽２１へ搬送され、焼結原料
２２の一部となる。
【００２７】
これに対して、床敷き層２０として使用された小塊鉱石９”は、当該床敷き層２０内には
、粉コークス等の固体燃料や鉱石の溶融・焼結反応を促進する含ＣａＯ原料や含ＳｉＯ 2

原料を含んでいない。従って、床敷き層２０の小塊鉱石９”は、１０００℃から１３００
℃近くまで加熱されるにも拘わらず焼成されず焼結鉱とならないので、加熱過程を経た小
塊鉱石９” *のまま焼結機５から排鉱される。しかしながら、この発明においては、こう
して排鉱された小塊鉱石９” *も、上記焼結ケーキ２４と同じように冷却し、破砕し、そ
して分級し、＋４ｍｍ粒度のものは成品焼結鉱２７と一緒に、高炉装入原料として高炉２
８へ搬送する。また、－４ｍｍ粒度の小塊鉱石９” *は、返鉱２９と一緒に焼結原料槽２
１へ搬送し、焼結原料２２の一部とする。ここで、－４ｍｍ粒度の小塊鉱石９” *は加熱
過程における熱割れや還元崩壊で発生したものであるから、量的に僅かなものである。従
って、－４ｍｍ粒度の小塊鉱石９” *は、次工程で本来の焼結原料との間で焼結鉱を生成
する。
【００２８】
なお、従来の焼結方法においては、上記一次篩い２６ａ及び二次篩い２６ｂにおける分級
工程に相当する工程では、床敷き鉱を得るために、粒度８～１５ｍｍ程度の焼結鉱も調製
している。従って、目開きが８ｍｍの篩い装置及び目開きが１５ｍｍの篩い装置が更に設
けられている。即ち、この発明では分級工程が著しく簡略化されている。
【００２９】
本発明においては、塊鉱石中の混合粉及び付着粉を予め除去し、且つ適切な粒度に分級さ
れた小塊鉱石を調製し、得られた小塊鉱石を焼結機で床敷き層として使用することに特徴
を有する。上記において、付着粉の除去方法として、水洗処理を施すことを特徴としてい
る。水洗処理により付着粉を効率よく除去する方法としては、生の塊鉱石を回転ドラム型
水洗装置に装入して処理することが望ましい。水洗条件については、水洗後の小塊鉱石を
サンプリングし、粉の付着状態を検査することによって、実験的に適当な操業条件を決め
ればよい。
【００３０】
【実施例】
この発明を実施例により更に詳細に説明する。図３及び図４に示した焼結鉱の製造フロー
により、図５に示した塊鉱石Ａを用いて、焼結機の床敷き層材料を調製した。図３に示す
ように、一次篩い１２と２次篩い１４とにより、粒度６～３０ｍｍに分級すると共に、二
次篩い１４において、高圧水による散水処理を施した。洗浄後の小塊鉱石９”はベルトコ
ンベア１６による搬送中に自然乾燥させた。こうして得られた清浄な小塊鉱石９”  *を使
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用して厚さ３０ｍｍの床敷き層を形成させ、その上に常法に従って焼結原料を充填装入し
た。焼結原料２２の重量と床敷き層に使用した小塊鉱石９” *の重量との合計重量に対す
る、小塊鉱石９” *の重量の比率（床敷き層重量率）を５ｍａｓｓ％とし、有効焼成床面
積４００ｍ 2の焼結機５で、焼結操業試験を行なった。操業試験期間中における焼結機電
気集塵機の入口及び出口における粉塵濃度、並びに、生産率、焼結鉱歩留、返鉱原単位及
び成品焼結鉱の品質に関する操業成績を、表１に示す。なお、表１には通常操業時の操業
成績として、床敷き層に粒度８～１５ｍｍの焼結鉱を層厚３０ｍｍ、床敷き重量率５ｍａ
ｓｓ％で、その他の主な操業条件を本発明法の試験操業条件と一致させたときの結果を示
す。水洗条件は小塊鉱石の銘柄等によって最適条件が変わるが、上記試験においては、小
塊鉱石２００ｔを処理するために９５ｔの水を使用し、１分程度で水洗後更に１分程度で
水切りした。水洗した水はピットで付着粉を沈降させた後、７０ｔ程度を循環再使用した
。
【００３１】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００３２】
表１から明らかなように、電気集塵機出口における粉塵濃度は環境基準を十分に満足する
ものであり、また、焼結鉱生産率、返鉱原単位及び成品品質のいずれにおいても優れた成
績が得られた。更に、こうして焼結機の床敷き層として使用された後の小塊鉱石を、焼結
鉱と共に高炉原料としての塊鉱石の代替原料として使用した。かかる床敷き塊鉱石の高炉
装入試験により、高炉操業の良好な安定性を確保することができる見通しを得た。
【００３３】
【発明の効果】
以上述べたように、この発明によれば、塊鉱石を焼結機の床敷き層として使用し、焼結機
から排鉱された当該塊鉱石を、高炉操業の安定性を確保しつつ、焼結鉱と共に高炉装入原
料として用いることが可能となり、これにより従来よりも塊鉱石の高炉装入量を増やすこ
とが可能となった。その結果、高炉による溶銑生産量を、低コストで簡易な設備投資によ
り増加させることが可能となる。また、焼結鉱の生産性及び歩留もが向上する。このよう
な 方法を提供することができ、工業上有用な効果がもたらされる。
【図面の簡単な説明】
【図１】塊鉱石を水洗処理した場合の焼結機内での粉塵発生量に及ぼす効果を試験する際
の、塊鉱石処理に関する各種フロー図である。
【図２】図１のフローで行なった焼結機電気集塵機入口における粉塵濃度把握試験の結果
を示すグラフである。
【図３】本発明における床敷き層用塊鉱石の調製工程を説明する図である。係る焼結鉱製
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造時の概略フロー図と実施の形態の一例を示す。。
【図４】本発明における塊鉱石の床敷き層としての使用方法及び使用後の用途を説明する
図である。
【図５】入荷塊鉱石の粒度分布の一例を示すグラフである。
【符号の説明】
１　塊鉱石
２　サイジングプラント
３　小塊鉱石
４　床敷きホッパー
５　焼結機
６　回転ドラム式水洗装置
７　電気集塵機
７ａ　電気集塵機入口
８　篩い
９　塊鉱石
９’　小塊鉱石
９”　清浄な小塊鉱石
９” *　床敷き層小塊鉱石
１０　床敷き用配合槽
１１　ベルトフィーダー
１２　一次篩い
１３　＋３０ｍｍ部分（塊鉱石）
１４　二次篩い
１５　散水
１６　ベルトコンベア
１７　床敷ホッパー
１８　パレット
１９　メリックスケール
２０　床敷き層
２１　原料配合槽
２２　焼結原料
２３　焼結原料層
２４　焼結ケーキ
２５　クーラー
２６　篩い
２６ａ　一次篩い
２６ｂ　二次篩い
２７　成品焼結鉱
２８　高炉
２９　返鉱
３０　破砕機
３１　送水ポンプ
３２　沈殿池
３３　粉鉱
３４　グレート
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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